
平
成
二
十
一
年
六
月
十
六
日
受
領

答

弁

第

五

〇

八

号

内
閣
衆
質
一
七
一
第
五
〇
八
号

平
成
二
十
一
年
六
月
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

麻

生

太

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
平
成
二
十
一
年
財
政
検
証
関
連
資
料
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
平
成
二
十
一
年
財
政
検
証
関
連
資
料
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
試
算
は
行
っ
て
い
な
い
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
資
料
は
平
成
十
六
年
財
政
再
計
算
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
平
成
十
六
年
財
政
再
計
算
で
は
、
お
尋
ね
の

試
算
は
行
っ
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
は
、
平
成
二
十
一
年
財
政
検
証
に
お
け
る
世
帯
類
型
の
一
つ
で
あ
る
「
夫
の
み
就
労
」
に
つ
い
て
の
も
の
と
考
え

ら
れ
る
が
、
そ
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
一
年
六
月
五
日
内
閣
衆
質
一
七
一
第
四
七
〇
号
）
一
に
つ

い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

四
及
び
八
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
三
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

一



先
の
答
弁
書
四
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

七
及
び
九
に
つ
い
て

平
成
二
十
一
年
財
政
検
証
に
お
い
て
は
、
現
在
三
十
五
歳
で
あ
る
者
が
六
十
五
歳
と
な
る
平
成
五
十
一
年
度
の
前
年
度
に

給
付
水
準
の
調
整
が
終
了
す
る
と
の
試
算
と
な
っ
て
お
り
、
現
在
三
十
五
歳
未
満
の
者
の
場
合
で
も
、
現
在
三
十
五
歳
で
あ

る
者
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
お
尋
ね
の
者
の
所
得
代
替
率
に
つ
い
て
も
、
す
べ
て
五
十
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ

る
。

二


